
 

 

事 務 連 絡  

令 和 ８ 年 ４ 月 2 0日  

 

各都道府県水道行政担当課長 殿 

 

各国土交通大臣認可             殿 

 

（各地方整備局等経由） 

国土交通省水管理・国土保全局  

水道事業課課長補佐  

 

「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」の改訂について 

 

水道行政の推進につきましては、日頃から格別のご協力をいただき御礼申し上げます。 

水道事業者等は、将来にわたって安定的に水道事業等を経営するため、長期的な視野に

立った計画的な資産管理（アセットマネジメント）を行い、更新の需要を的確に把握した

上で、必要な財源を確保し、水道施設の更新を計画的に行う必要があります。 

今般、水道法改正をはじめとする手引き策定以降の水道行政の変化や社会情勢の変化を

追加するとともに、タイプ４Ｄに関するチェックリストの作成や参考事例の追加を行う改

訂を行い、下記のとおり公表しましたのでお知らせします。 

つきましては、当該手引きを積極的に活用することにより、アセットマネジメントの水

準をタイプ４Ｄとするよう、精度向上に努めていただくようお願いいたします。 

なお、施設配置の適正化の新たな手法として、「分散型システムの導入」等を追加したと

ころですが、アセットマネジメントの実践過程で分散型システムの導入等について検討す

る場合は、「（事務連絡）「水道事業における分散型システムの導入検討手引き」の公表につ

いて（令和８年３月 31日）」で周知しているとおり、「水道事業における分散型システムの

導入手引き」（令和８年３月）を参考にご検討いただきますようお願いいたします。 

各都道府県におかれては、貴管内の都道府県知事認可の水道事業者及び水道用水供給事

業者に対して、本件について周知いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

〇「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」の改訂につい

て 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/topics_bukyoku_kenkou_suido_houk

oku_suidou_090729-1_00003.html 

〇アセットマネジメント（チェックリスト等参考資料） 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/stf_seisakunitsuite_bunya_topics

_bbukyok_kenkou_suido_am_index.html 

 
水 道 事 業 者 

水道用水供給事業者 



 

 

【参考】 

〇「水道事業における分散型システムの導入手引き」について 

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/watersupply/mizukokudo_watersupply_tk_000001

_00098.html 

 

 

 【問い合わせ先】 

 国土交通省水管理・国土保全局 

 水道事業課水道計画指導室 

 担当 濱田、関、水野 

 Mail hqt-shidoushitsu@ki.mlit.go.jp 

 TEL 03-5253-8111（内線 34404、34415） 

mailto:hqt-shidoushitsu@ki.mlit.go.jp

